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 本稿では、従来、道路管理者により行われてきた試験車走行調査に比べ、時間的空間的に大

量の旅行速度データの取得が期待できる一般車プローブデータを用いた交通円滑性の分析方法

の検討を行った。その結果、 新たに、ボトルネック交差点の特定、速度低下の発生時間帯や速

度低下延長の把握、定時性の向上効果の把握などが可能となることがわかった。従って、一般

車プローブデータは、地域の交通課題を道路利用者へわかりやすく説明するとともに、より合

理的な交通円滑化施策の立案において有効であると考えられる。 
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1.  はじめに 

 
(1)道路整備をとりまく状況 

近年、道路整備に対して国民から厳しい視線が注がれ

ており、道路整備の必要性や効果に対しても説明責任が

強く求められている。 

一方、地方を中心に道路整備を求める声は大きく、昨

今の厳しい財政制約のもと、「既存ストックを活用」し

つつ、効率的な道路整備の実施が求められているところ

である。 

道路整備の必要性や効果の説明責任を果たし、効率的

に道路整備を実施していくためには、交通データを科学

的に分析し、地域の交通課題を道路利用者へわかりやす

く説明するとともに、分析結果をもとにした効率的な施

策の立案・予算の重点投資を行っていくこと、交通デー

タにもとづく道路整備の効果を国民へ説明していくこと

が必要である。 

 

(2)交通円滑化対策 

道路交通における諸課題の中でも、社会の生産性を阻

害する原因となる交通渋滞による損失は依然として大き

く、渋滞対策を含む交通円滑化対策は、とりわけ重要な

施策である。 

 交通円滑化対策において、道路の交通円滑性を直接的

にあらわすことができる“旅行速度データ”は、非常に

重要なデータである。 
従来より旅行速度データの取得にあたっては、道路管

理者により、人手計測またはプローブカー調査による試

験車走行調査が行われてきた。しかしながら、試験車走

行による調査では、予算制約から調査時間・調査回数に

限界があり、時間的空間的に限られたデータしか得るこ

とができなかった。 
このため、試験走行調査ができなかった区間について

は、概ね5年に１度実施される道路交通センサス調査に

よる交通量データから旅行速度を推定し、渋滞損失時間

の算定・評価を行ってきたところである（図-1参照）。  
今後、交通データにもとづく科学的な分析を行ってい

くため、時間的空間的により詳細な旅行速度データの取

得が求められているところである。 
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図-1 渋滞損失時間の評価事例（茨城県の3Dマップ） 

（『平成18年度道路行政の達成度報告書』より） 

 

近年、自動車メーカーやカーナビメーカー各社が会員

制カーナビに搭載されたGPS機能を用いて、一般車両の



プローブ情報（以下「一般車プローブデータ」とい

う。）を取得し、ドライバーへの交通情報提供、走行支

援に活用している。これら一般車プローブデータは、試

験車走行調査に比べ時間的空間的に大量の旅行速度デー

タの取得が期待できる。 
そこで、本稿では、時間的空間的に大量の旅行速度デ

ータの取得が期待できる一般車プローブデータを、道路

の交通円滑化対策に活用することを目的として、一般車

プローブデータを用いた交通円滑性の分析方法を検討し

た結果を報告する。 
 
 

2.  一般車プローブデータについて 

 
(1)一般車プローブデータの概要 

前述の通り、一般車プローブデータは、自動車メー

カーやカーナビメーカー各社が会員制カーナビに搭載さ

れたGPS機能を用いて取得される一般車両のプローブ情

報である。 
国土技術政策総合研究所においては、全国の幹線道

路を対象に、デジタル道路地図（以下「ＤＲＭ」とい

う。）の区間毎に15分単位の平均所要時間データと情報

件数を取得している。データ項目は、表-1の通りである。 

表-1 一般車プローブデータの項目 

DRM
区間番号

日付 進入時間
（15分毎）

所要時間
（S）

情報
件数

001002 20100713 1015 90 2

001002 20100713 1030 70 1

001002 20100713 1045 85 3

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・

 
 
(2)一般車プローブデータの取得状況 

一般車プローブデータの取得状況として、国土技術政

策総合研究所において取得した全国の一般車プローブデ

ータを用いて、一般車プローブカーの混入率を道路種別

沿道状況別に算定したものが表-2である。ここで言う混

入率とは、2009年10月の全国の一般車プローブカーの総

走行台キロとH17道路交通センサスをもとに算定した総

走行台キロの割合である。 

一般車プローブカーの混入率は、直轄国道で0.05％、

補助国道、都道府県道等においては0.04％であった。ま

た、沿道状況別にみると、ＤＩＤ地域の0.06％が最も高

く、その他市街地部で0.04%、平地部・山地部で0.03％

程度の混入率であった。 

交通円滑化対策が必要と考えられる都市部（ＤＩＤ地

域）の直轄国道などは、交通量が多いことからより多く

の一般車プローブデータの取得が期待される。 

実際に、2009年10月のデータを用いて、昼間12時間

（7時台～18時台）を対象に、1日あたりの平均データ取

得件数を確認したところ、直轄国道では約70％の区間で、

補助国道では約43％の区間で、都道府県道等では約30％

の区間で日々1件以上のデータ取得がなされていること

がわかった（表-3参照）。 

表-2 全国の一般車プローブカー混入率 

 
DID

その他

市街地部
平地部 山地部 計

直轄国道 0.06% 0.04% 0.04% 0.03% 0.05%
補助国道 0.06% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%

都道府県道等 0.06% 0.03% 0.03% 0.02% 0.04%
一般道計 0.06% 0.04% 0.03% 0.03% 0.04%

沿道状況
道路種別

 

 

表-3 全国の一般車プローブデータの取得状況 

道路種別 データ取得区間の割合

直轄国道 70%
補助国道 43%

都道府県道等 30%
一般道計 38%  

※1日平均1件以上のデータが取得されているDRM区間の割合を示す。 

 

 

3.  交通円滑性の評価について 

 
(1)交通円滑性の評価指標 

 交通円滑化対策における代表的な指標は、損失時間で

ある。損失時間は、（式1）の通り自由旅行速度時の所

要時間と実際の所要時間の差を一定区間毎に算出し、そ

の損失時間に当該区間の交通量を乗じて、合計すること

により算出している。 
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ただし、 kLS ：区間k の損失時間（人時間/月） 

    iα  ：車種i （大型、小型）の平均乗車人員 

        ijkQ ：区間k における時間帯 j の車種i の交通量 

（上下別、平休別） 

    kL  ：区間k の延長 

jkV ：時間帯 j （7時～18時の昼間12時間における 

j 時間帯を対象とする）における旅行速度 

（上下別、平休別） 

    0kV  ：区間k における自由旅行速度※（上下別） 

※自由旅行速度：渋滞・混雑がない自由走行時の旅行速度、 



 

(2)従来の評価対象区間 

従来、交通円滑性を評価する区間として、平成17年道

路交通センサス調査区間（以下「H17センサス区間」と

いう。）とＤＲＭ区間の2種類を主に使用してきた。 

H17センサス区間は、概ね5年に一度実施される道路交

通センサス調査の対象区間である。交通量及び道路状況

に著しい変化のない区間で区切られており、主に都道府

県道以上の道路を対象として、全国約3.6万区間が設定

されている。 

ＤＲＭ区間は、カーナビへの活用を主目的として作成

されており、基本的に幅員5.5ｍ以上の道路同士の交差

点間で区間が区切られており、H17センサス区間上で全

国約40万区間、その他の道路も含めれば全国約482万区

間が設定されている。 

従来の交通円滑化対策においては、これら2種類の区

間を用いて渋滞損失時間の評価を行ってきた。しかしな

がら、それぞれ次の課題を有している。 

H17センサス区間（ＤＩＤ外で平均6km程度、ＤＩＤ内

で平均2km程度）は、区間長が長く、一区間内に複数の

主要交差点が含まれることとなり、ボトルネック交差点

の特定が難しい（図-2参照）。また、ＤＲＭ区間（平均

200～400m程度）は、区間長が短く、一つのボトルネッ

ク交差点に対し、渋滞区間が分割されてしまい、区間別

に評価を行った場合、渋滞損失時間を過小評価してしま

うおそれがある（図-3参照）。 

交通円滑性を阻害する渋滞は、発生原因となるボトル

ネック交差点の位置と渋滞の程度（損失時間、渋滞発生

時間帯、渋滞長）を把握するための影響範囲が線的又は

面的に広がることから、効果的に渋滞対策を行っていく

ためには、原因となっているボトルネック交差点の位置

を特定し、発生している渋滞の程度（損失時間、渋滞発

生時間帯、渋滞長）を把握する必要がある。実務での活

用を考えた場合、H17センサス区間は粗く、ＤＲＭ区間

は細かすぎる区間となっている。 

渋滞区間

ボトルネックとなる交差点
（渋滞の発生原因）

センサス区間

幹線道路

 

図-2 H17センサス区間を用いた場合 

渋滞区間 ボトルネックとなる交差点
（渋滞の発生原因）

DRM区間

幹線道路

 

 図-3 ＤＲＭ区間を用いた場合 

 

(2)新たな評価対象区間 

前述の課題を踏まえ、“ボトルネック交差点の位置を

特定”し、かつ、“線的又は面的に広がる渋滞の程度

（損失時間、渋滞発生時間帯、渋滞長）を把握”するた

めには、ボトルネック交差点となりうる主要交差点毎で

区間を切ることが望ましい（図-4参照）。交通円滑性評

価のための交通データ活用における分析対象の路線は、

都道府県道以上の幹線道路であり、ボトルネック交差点

の位置を特定するために幹線道路同士の交差点間を基本

として区間を設定（この区間は2010年に実施される道路

交通センサス調査でも利用されることから以下「新セン

サス区間」という。）することが、合理的であると考え

られる。 

渋滞区間

新センサス区間区間（幹線道路同士の交差点間）

ボトルネックとなる交差点
（渋滞の発生原因）

幹線道路

 

図-4 新センサス区間を用いた場合 

 
 

4．プローブデータの分析方法について 

 
 (1)交通円滑性の時間変動の分析 

a)分析対象路線と使用データ 

図-5に示す国道1号（京都→大阪、延長約17km）を対

象区間とした。対象区間に並行する第二京阪道路が、20

10年3月20日に供用したことから、供用前の交通円滑性

の分析には2009年3月20日以降4月までの平日データを、

供用後の交通円滑性の分析には2010年3月20日以降4月ま

での平日データを用いた。 



第二京阪道路
新規供用区間

対象区間位置図

至 大阪

至 京都

１

 
図-5 分析対象区間 

 

b)供用前の交通円滑性の分析 

供用前の交通円滑性として、横軸に時間帯を、縦軸に

京都から大阪方向の区間をとり、各時間帯・各区間の旅

行速度をあらわしたものが図-6である。 

この図から、以下3つを読み取ることができる。 

①ボトルネック交差点の特定 

 速度低下を示す赤色の区間が、★印の地点を先頭に

京都府方面へ伸びていることがわかる。起点となる箇

所が、ボトルネック交差点となる。図-5の★印の箇所

は、天の川交差点という渋滞ポイントである。 

②速度低下の発生時間帯の把握 

 速度低下を示す赤色を横軸方向に見ることで、速度

低下の発生時間帯を把握することができる。当該ボト

ルネック交差点では、6時台から18時台まで慢性的に

速度低下が発生していることがわかる。 

③速度低下延長の把握 

 速度低下を示す赤色を縦軸方向に見ることで、速度

低下延長を把握することができる。当該ボトルネック

交差点では、夕ピーク時間帯（17時台および18時台）

に最も速度低下延長が長くなることがわかる。 
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図-6 供用前の旅行速度の状況 

 

c)供用後の交通円滑性の分析 

 供用後の交通円滑化状況を図化したものが図-7である。

図-6と比較して見ることで、第二京阪道路の供用により、

速度低下を示す赤色の区間・時間帯が減少し、慢性的な

速度低下が解消されたことがわかる。 

 なお、国道1号に設置された車両感知器のデータを用

い、（式1）に従って分析対象区間の損失時間の減少量

を試算してみたところ、平日１日あたり約8千人時間の

減少となった。 
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図-7 供用後の旅行速度の状況 

 

d)定時性の向上効果の把握 

次に、最も速度低下延長が長くなる夕ピーク時間帯

（17時台および18時台）を対象に、b)で特定したボトル

ネック交差点（★印）の通過に要する所要時間の定時性

の向上効果の把握を試みた。ボトルネック交差点（★

印）を起点とする2つの新センサス区間（延長約3km）の

供用前後における所要時間とその確率密度の関係を示し

たものが図-8である。 

この図より、供用前後で平均所要時間が8分短縮され

るとともに、供用後は供用前に比べ所要時間の分布の幅

が狭くなり、定時性が向上していることがわかる。また、

20回に1回発生する大幅な遅れを意味する95％タイル値

も11分短縮していることが分かる。 
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図-8 供用に伴う定時性向上効果 

 

(2)交通円滑性の季節変動の分析 

季節変動の分析として、全国の直轄国道を対象に、秋

季（2009年10月）と冬期（2010年1月）の平日昼間12時

間（7時台～18時台）の都道府県別（北海道は振興局



別）・路線別の平均旅行速度を算定し、その速度比（1

月/10月）を算定したものが図-9である。なお、一般車

プローブデータが10月と1月ともに取得できていない区

間は、速度比を算定できないため、速度比95％以上に含

めてあらわしている。この図からは、九州において一部

冬期速度低下が発生しているものの、北海道や東北、北

陸、中国の日本海側で冬期速度低下が広く発生している

ことがわかる。 

 

図-9 直轄国道における10月と1月の速度比較(1月/10月) 

 

 

４. おわりに 

 
以上の分析の結果、一般車プローブデータを活用する

ことにより、道路管理者により行われてきた従来の試験

車走行調査では把握することが困難であった以下の事項

が新たに可能となることがわかった。 
(1) 交通円滑性の時間変動の分析 

①速度低下の起点となっているボトルネック交差点を

特定することができる。 

②ボトルネック交差点における速度低下の発生時間帯

を把握することができる。 

③ボトルネック交差点における速度低下延長を把握す

ることができる。 

④施策の実施前後で交通円滑性の分析を行うことによ

り、施策実施による交通円滑性の向上効果を把握

することができる。   

⑤従来の試験車走行調査では、時間的なデータ量の制

約により把握することが困難であった定時性の向

上効果を把握することができる。 

(2)交通円滑性の季節変動の分析 

①交通円滑性を季節別に分析することにより、冬期に

速度低下する状況を把握することができる。 

以上の分析結果は、今後、交通データを科学的に分析

し、地域の交通課題を道路利用者へわかりやすく説明す

るとともに、分析結果を交通円滑化対策へ反映し、道路

整備の効果を国民に対して説明していく際に参考となる

分析結果であると考えられる。 
 なお、本稿における第二京阪道路の供用にともなう交

通円滑性の向上効果については、一般車プローブデータ

の分析方法の検討を目的とした試算値であり、国土交通

省として発表する第二京阪道路の供用効果ではない。 
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